
保険金をお支払いする場合保険金をお支払いする場合
日本国内において「輸送中」・「保管中」の保険の対象について、保険期間中に生じた盗難、強盗、ひったくり、輸送用具の事故や施設の火災、爆発、風水災、その他偶然な事故（後
記の「保険金をお支払いしない主な場合」に記載する損害等を除きます）が発生したことによって生じた損害に対して保険金をお支払いします。
なお、本保険において対象となる「輸送方法」・「保管中」の定義は以下の通りです。これ以外の場合に生じた損害に対しては保険金はお支払いできませんのでご注意ください。

本保険においては、上記の財産上の直接損害の他に以下の費用の損害についても保険金をお支払いします。
●拾得者が現れた場合には、遺失物法に規定する適正な拾得者への報労金
●小切手等の事故に関しては、公示催告・除権決定の手続きに要した費用
●再作成された場合には、再作成の費用　●合理的に支出された損害防止費用や救助料　等

保険の対象について保険の対象について
この保険で対象となる現金・小切手類は次のとおりです。ただし、次にあてはまるもので家計用のものは除きます。
現金（他人から預かった現金、および外国通貨を含みます）・小切手（作成前の小切手を除きます）・郵便切手・収入印紙・商品券・図書カード（図書券を含みます）・乗車券・
入場券・クレジットカード売上伝票・金券およびクーポン券。

お支払いする保険金の種類お支払いする保険金の種類
運送保険普通保険約款およびマネーフレンド運送保険特別約款でお支払いする保険金

お支払いする保険金の種類 お支払いする保険金の概要
①損害保険金（貨物の損害に対する保険金） 被保険者が被る財産上の直接損害に対して支払う保険金。

②損害防止費用 ご契約者・被保険者が保険事故の発生にあたり、損害の発生および拡大の防止に努めるために支出した費用。

③請求権の保全・行使手続費用 請求権の保全または行使に必要な手続をするために必要とした費用。

④救助料 ご契約者・被保険者が保険事故の発生にあたり、貨物を救助した者に対して支払う報酬。

⑤継搬費用 貨物または輸送用具にこの保険でお支払いの対象となる事故が発生した場合に、貨物を加入者票記載の仕向地へ輸送する
ために要した費用（ただし、運送人が負担すべき費用、通常でも発生する費用、被保険者が任意に支払う費用は除きます。）。

⑥共同海損分担額 運送契約に定めた法令、ヨーク・アントワープ規則、もしくはその他の規則に基づき正当に作成された共同海損精算
書によって、被保険者が支払うべき分担額。

⑦・公示催告・除権決定等の手続きに要した費用 公示催告および除権決定の手続きに要した費用（異議申立提供金を含みます。)。

⑧遺失物法に基づく報労金 遺失物法に基づき、引受保険会社の同意を得て拾得者に支払った報労金。ただし、加入者票に記載される支払限度額
の20％が限度となります。

⑨再発行費用 小切手類の再発行に要した費用。

保険金をお支払いできない主な場合保険金をお支払いできない主な場合
この保険では次の事由によって生じた損害に対しては、保険金をお支払いできません。
●「携行中」の置き忘れまたは紛失による損害（ただし、同損害の結果生じる遺失物法に基づく報労金はお支払いの対象となります）
●「保管中」に生じた紛失・その他原因不明の数量の不足による損害
●携行、書留郵便または貴重品であることを告げて輸送を委託する自動車便・鉄道便・航空便以外の輸送用具・方法で輸送された時に発生した損害
●地震・噴火・津波、またはそれらに関連する火災等による損害　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　等

支払限度額・年間保険料支払限度額・年間保険料
施設毎の保険料は下表の通りです。

ご加入タイプ 支払限度額 保険料（1施設につき）

100型 1事故100万円（拾得者に対する報労金は20万円） 20,000円

300型 1事故300万円（拾得者に対する報労金は60万円） 30,000円

11.現金・小切手運送保険
（マネーフレンド運送保険特別約款付運送保険）

現金・小切手運送保険の特長��
● ・お申し込みの手続きが簡単・・輸送の都度、保険を手配する必要がありません。輸送・保管額が変動しても、支払限度額まで補償します。
● ・事故により保険金をお支払いした後も支払限度額の削減なし
● ・財産上の直接損害に加え、費用の損害についても保険金のお支払いが可能

現金・小切手運送保険の内容

ご注意頂きたいことご注意頂きたいこと
このチラシは、マネーフレンド運送保険の概要をご紹介したものです。保険の内容はマネーフレンド運送保険のパンフレットをご覧く
ださい。詳細は保険約款によりますが、ご不明の点がありましたら取扱代理店までお問合せください。ご契約に際しては必ず「約款」
をご覧ください。また、ご契約後に通知事項に内容の変更が生じた場合は、速やかに取扱代理店もしくは引受保険会社までご通知をお
願い致します。ご通知がない場合、変更後に生じた損害に対しては保険金をお支払いできないことがありますのでご注意ください。

患者から領収した現金を保管して
いる金庫が盗難被害にあった。

事故事故
想定例想定例

「輸送方法」とは 携行、書留郵便、貴重品であることを告げて輸送を委託する鉄道便・航空便・自動車便をいいます。

「保管中」とは 「輸送中」に連続して、申込書記載の事業所の保管建物または保管構内にある間をいいます。

－24－



＜お問い合せ先＞
取扱幹事代理店
株式会社　全日病福祉センター

引受保険会社

（担当課）

一般社団法人 日本損害保険協会
そんぽＡＤＲセンター（指定紛争解決機関）　

０５７０－０２２８０８〈通話料有料〉
IP電話からは03-4332-5241をご利用ください。
受付時間：平日午前9時15分～午後5時
（土・日・祝日・年末年始はお休みとさせていただきます。）

2024年9月作成　24T-001001

ご加入方法について
病院総合補償制度ご加入方法
（現金・小切手運送保険、経営ダブルアシスト、職員総合補償制度、連帯保証人代行制度スマホスNEXT除く）

現金・小切手運送保険、経営ダブルアシスト、職員総合補償制度、連帯保証人代行制度スマホスNEXT

ご加入方法

ご加入申込の締切（締切日必着）
本制度は保険契約期間が2025年2月1日午後4時から2026年2月1日午後4時までの1年間の契約となっております。
※保険契約期間の途中でご加入される場合の補償期間、締切等は下表の通りとなります。

加入方法
■それぞれ専用の加入依頼書に必要事項をご記入いただきご捺印ください。
■保険料は、下記団体口座までお振込ください。締切に間に合わなかった場合は、ご加入が遅れることになりますのでご注意願います。

団体取りまとめ窓口（加入依頼書は取扱代理店経由でご提出願います。）

振込先（団体口座）
三菱UFJ銀行 神保町（ジンボウチョウ）支店
普通　0660161
（口座名義）全日病厚生会（ゼンニチビョウコウセイカイ）
更新時お振込の際には加入依頼書記載の営業店・代理店コードを必ず入力してください。

現金・小切手運送保険、経営ダブルアシスト、職員総合補償制度、連帯保証人代行制度スマホスNEXTは他の商品ラインナップとは異な
る加入方法となります。詳しくは、別途専用パンフレットをご参照ください。

E14-85690（6）改定202409

東京海上日動は、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解
決機関である一般社団法人 日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結
しています。
東京海上日動との間で問題を解決できない場合には、同協会に解決の申し立
てを行うことができます。詳しくは、同協会のホームページをご確認ください。
（https://www.sonpo.or.jp/）

〒101-0061
東京都千代田区神田三崎町1-4-17
東洋ビル11階
TEL：03-5283-8066
FAX：03-5283-8077

〒101-0061  東京都千代田区神田三崎町1-4-17東洋ビル11階  一般社団法人 全日病厚生会

〈ご注意〉振込手数料は加入者様ご負担になることをご了承ください。

取扱幹事代理店：（株）全日病福祉センター   引受 保険 会 社：
ご加入 対 象者：一般社団法人 全日病厚生会会員医療機関

団体保険契約者：一般社団法人 全日病厚生会

補償内容に変更のある種目があります。変更内容につきましては、各種目ページをご参照ください。
ご不明な点につきましては、裏面連絡先までご連絡ください。

■締切日までに必ず手続きください。手続きは加入依頼書の受付および保険料の入金の確認をもって完了します。手続きが締切日に間に
合わなかった場合は、補償開始日が遅れることがありますのでご注意願います。

■病院（診療所）賠償責任保険（産業医等活動保険オプション付帯）で口座振替の場合の引去日は、2025年2月12日（水）となります。
分割払の場合、以降毎月12日（土日祝日の場合はその翌営業日）

■ 2025年2月2日以降に中途加入される場合は加入月により保険料が異なりますので取扱代理店または引受保険会社にご確認ください。

一般社団法人　全日病厚生会　
会員医療機関の皆様へ

2025年2月1日以降始期用

病院総合補償制度のご案内

新規・更新 2025年2月1日
午後4時

2024年
12月6日（金）

2026年2月1日
午後4時

取扱代理店または
引受保険会社に
ご確認ください中途加入 申込締切日の

翌月1日

申込みの締切 保険始期日 保険満期日 保険料の支払期日

各月10日

（10日が土・日・祝日の場合は
前営業日となります ）

●病院（診療所）賠償責任保険
●介護サービス事業者賠償責任保険
●サイバーリスク保険
●医療機関向け役員賠償責任保険

●医療施設機械補償保険
●医療事故調査費用保険
●医療廃棄物排出事業者責任保険

●連帯保証人代行制度 スマホスNEXT
※連帯保証人代行制度 スマホスNEXTは全日病厚生会の団体保険
契約ではありません。

●現金・小切手運送保険
※現金・小切手運送保険は全日病厚生会の団体保険契約ではありま
せん。

●経営ダブルアシスト・業務災害補償制度
※全国中小企業団体中央会を契約者とする制度です。
（2024年 10月 1日以降始期用）

●職員総合補償制度
※全国中小企業団体中央会を契約者とする制度です。
（2024年 10月 1日以降始期用）




